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情報通信審議会 情報通信技術分科会 

新世代モバイル通信システム委員会 ローカル５Ｇ検討作業班（第 15回） 

 

－ 議事概要 － 

 

１．日時 

  令和２年５月 20日（水）14:00～16:00 

 

２．場所 

  Web会議形式で開催  

 

３．出席者（敬称略） 

（１）構成員 

   三瓶 政一（主任）、山尾 泰（主任代理）、市川 麻里、伊東 克俊（代

理：高木 光太郎）、大谷 満、大橋 功、加藤 典彦、加藤 康博（代理：

八重樫 一仁）、久保田 啓一（代理：藤田 祐智）、黒澤 葉子、小竹 完

治、小松 大実、佐野 弘和、城田 雅一、外山 隆行、玉木 剛、長門 

正喜、中村 隆治、中村 武宏、中村 光則、生田目 瑛子、長谷川 史

樹、堀江 弘、本多 美雄、松波 聖文、松村 武、渡邊 泰治 

（２）関係者 

   武田 一樹（クアルコムジャパン合同会社）、新 博行（株式会社 NTTド

コモ）、安藤 桂（株式会社 NTTドコモ） 

（３）総務省 

   荻原 直彦（移動通信課長）、田中 博(移動通信課調査官)、大野 誠司

（移動通信課課長補佐）、大塚 恵理（移動通信課課長補佐） 

 

４．議題 

（１）28GHz帯における他システムとの共用検討について 

   中村（武）構成員（説明者：新 博行及び安藤 桂）より資料 15－１に

基づき、28GHz 帯ローカル５Ｇの Ka 帯衛星通信システムとの共用検討結果

の説明が行われた。また、以下の意見交換があった。 

 

三瓶主任：P.10の図について、「地球局１が利用する周波数」と「基地局が利用

する周波数」は、周波数の位置関係が逆ではないか。 

新 様：ご指摘いただいたとおり。報告（案）についても修正する。 

三瓶主任：可搬型地球局の空中線地上高は、どの程度なのか。 
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新 様：10m程度だと思われるが、詳細については把握していない。 

三瓶主任：P.13 に空中線地上高が 50m の地球局が東京都に１カ所あるというこ

とだが、地球局から２km 離れないとローカル５Ｇは使えないという

ことか。 

新 様：干渉を受ける可能性があるということで、開設する環境にも影響を受

けるかと思う。 

三瓶主任：地球局の設置場所は、ローカル５Ｇが開設されそうな場所なのか。 

新 様：比較的都市部と認識している。 

三瓶主任：「設置されるケースは限定的」と記載しているが、影響については特

段触れられていないため、影響についても詳細に記載した方がいいの

ではないか。 

新 様：報告（案）では、詳細に記載する。 

 

小竹構成員：P.16の記載について、制度化済みの帯域と合わせて、28.2～28.45GHz

の 250MHz幅のみ屋外利用可能と理解してよろしいか。 

新 様：ご理解のとおり。 

小竹構成員：28GHz帯は、端末から基地局へ高精細映像の送信などの用途で期待さ

れている。28.45GHz 以上の帯域について可能な限り屋外利用できる

ように運用できる条件等検討していただきたい。 

三瓶主任：例えば、８K映像を送信するとき、どの程度の帯域が必要なのか。 

小竹構成員：１チャンネルの８K映像につき、80Mbps程度必要と聞いている。端末

を複数設置すると、さらにそれ以上必要になってくる。 

三瓶主任：28GHz帯は空間多重が必須な帯域である。それほどの容量を必要とす

る場合、空間的に分離され別々の基地局と通信することになるのでは

ないか。 

小竹構成員：さまざまな用途があるため、空間分離される場合もあれば、されない

場合もあるかと思う。 

三瓶主任：28GHz帯は周波数特性的に、広域をカバーできないので、必然的に基

地局数を複数設置することが多いと思う。その場合、チャンネル数が

不足するのか疑問である。 

小竹構成員：コストを下げるためには、広い帯域幅を使用して、基地局の設置数を

減らす必要があると考えている。実際に、どの程度の性能なのか、ど

の程度のコストが必要なのかについては、まだ不明な部分も多いため、

今後実運用をしながら、改めて確認したい。 

 

佐野構成員：当該検討のローカル５Ｇ側の EIRPは、屋内と屋外で変えているのか。 
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新 様：ローカル５Ｇ側の EIRP が影響してくるのは、ローカル５Ｇから衛星

局への干渉を検討する時であるが、この検討結果は全国５Ｇの検討を

参照している。全国５Ｇの時は、屋外に基地局を設置する条件で検討

しており、屋外に基地局を数万局設置できる結果となった。 

 

（２）委員会報告（案）について 

事務局より資料 15－２及び資料 15－３に基づき、これまでの議論を踏ま

えた委員会報告（案）の説明が行われた。また、資料 15－３について、以下

の意見交換があった。 

 

山尾主任代理：P.10 の準同期ＴＤＤについて、３ＧＰＰの標準化ではどのような扱

いになっているのか。 

武 田 様：５ＧのＴＤＤについては、上り下りのパターンを自由に選択できるよ

うに仕様が作られている。その上で、どのパターンを使えるようにす

るかは、各国の制度に任されている。 

本多構成員：確かに、ＴＤＤの上り下りのパターンを自由に選択できる仕様になっ

ているが、基地局や端末のパフォーマンスを試験するパラメータにつ

いては、ＴＤＤの上り下りのパターンを絞った仕様になっている。そ

のため、物の作り易さという観点からは、ある程度制限がある。 

三瓶主任：その仕様の中に、P.10のＴＤＤパターンは含まれているのか。 

本多構成員：両方の周波数帯で、パターン１は含まれているが、パターン２は含ま

れていない。 

武 田 様：補足すると、ＴＤＤパターンによってスループットなどの性能が異な

るため、性能を試験する目的で、ＴＤＤの上り下りのパターンなどパ

ラメータを規定した仕様がある。確かに、P.10のパターン２は試験パ

ターンには含まれていないが、実装できない訳ではない。 

三瓶主任：試験パターンは制約ではないと理解した。 

 

城田構成員：P.16及び P.17の干渉検討結果について、上側四角囲みの記載と、右

下の記載で、表現が異なっている。結論としては、上側四角囲みとい

うことでよろしいか。 

事 務 局：ご理解のとおり。右下の記載については、適宜修正する。 

 

山尾主任代理：P.20 以降の 28GHz 帯衛星通信システムとの干渉検討について、衛星

通信システムがどの周波数帯を使用しているのか記載がない。 

事 務 局：衛星通信システムの使用周波数帯については、非公表情報となってお
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り、報告に記載することが難しい。 

三瓶主任：非公表情報であったとしても、結論として屋外使用できる周波数が限

定されるため、例えば「○○MHzから××MHzまでを使用していると

仮定し、共用検討を行った。」といった記載は必要ではないか。 

事 務 局：記載については検討する。 

 

佐野構成員：P.13 の干渉検討について、結論として「スモールセル基地局の場合

は不要発射の強度の値を確認する」となっている。不要発射の強度に

ついて、目安となる値で統一するのか、市区町村ごとに値を決めるの

か、考えがあれば教えてほしい。 

事 務 局：今後、公共業務用無線局の免許人と調整し、決定する。 

 

（３）その他 

   事務局より、委員会報告（案）について、令和２年５月 25日（月）正午

まで意見照会期間を設け、提出された意見を踏まえ取りまとめる旨の説明

が行われた。 


